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第１  出 題 趣旨  

株 式 会 社 の 代 表 取 締 役 の 経 営 判 断 の 誤 り に よ り 当 該 株 式 会 社

が 倒 産 す る に 至 っ た 場 合 に お い て 、 当 該 株 式 会 社 の 債 権 者 の

う ち 、 当 該 株 式 会 社 の 倒 産 に よ り 債 権 の 弁 済 を 受 け る こ と が

で き な く な っ た 者 が 、 当 該 代 表 取 締 役 お よ び 当 該 株 式 会 社 の

登 記 簿 上 の 取 締 役 に 対 し て 、 ど の よ う な 責 任 を 追 及 す る こ と

が で き る か に つ い て 、 会 社 法 上 の 規 律 の 基 礎 的 な 理 解 を 問 う

問題 であ る 。  

 

第２  採 点 実感  

 代 表 取 締 役 に 対 す る 責 任 追 及 に つ い て は 、 多 く の 答 案 が 会

社 法 4 2 9 条 1 項 に基 づく 損 害賠 償請 求の 可 否に つい て論 じ て

いた が、要件 の あ ては めが 不 十分 なも のも 一 定程 度見 られ た。

登 記 簿 上 の 取 締 役 に 対 す る 責 任 追 及 に つ い て は 、 判 例 法 理 を

踏ま えて 、会 社 法 4 2 9 条 1 項に 基づ く損 害 賠償 請求 の可 否 に

つい て論 じ た答 案は 、多 く は見 られ なか っ た。  

 

第３  学 習 方法  

会 社 法 に つ い て の 基 本 的 知 識 を 正 確 に 理 解 す る た め 、 条 文 、

教 科 書 お よ び 判 例 集 を 読 み 込 む と と も に 、 短 答 式 問 題 を 解 く

こ と 、 な ら び に 、 上 記 の 基 本 的 知 識 を 正 確 に 使 え る よ う に な

るた め 、簡 単な 事 例問 題を 解 くこ とを 、地道 に続 け て下 さい 。  

                                      

以上  

 


